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2022年6月3日 
株式会社コーエーテクモゲームス 

 
 

和解による著作権侵害訴訟の解決に関するお知らせ 

 

株式会社コーエーテクモゲームス（代表取締役社長：鯉沼久史、以下「当社」）は、2020年１

月17日に、中国の杭州绝地科技股份有限公司（以下「被告」）に対して、著作権侵害等の行為に

関する訴訟を東京地方裁判所に提起しました。その後、裁判所において審理を進めておりまし

たが、この度、被告が著作権侵害を認めること等を内容とする和解が成立したためお知らせい

たします。なお、事件の詳細については、2020年１月17日付の当社のリリースをご覧ください。 

 

１．被告について 

（１）会社名称 

杭州绝地科技股份有限公司 

 

（２）事業概要 

"Bekko.com"のブランド名にて『我が天下』、『戦国布武～我が天下戦国編～』、『三

国炎血伝』などのスマートフォン向けゲームアプリを配信・運営 

 

２．事件の概要 

 当社のゲームシリーズである「真・三國無双」、「信長の野望」、「三國志」及び「太閤立

志伝」の音楽やゲーム画像が、当社の許諾なしに被告のゲームアプリの広告に継続的に利

用されていました（別紙参照）。当社はこの行為が著作権侵害等に該当すると判断し、訴訟

を提起しました。 

 

３．和解勧告の内容 

裁判所は、被告の配信するスマートフォン用ゲームアプリである「我が天下」、「戦国布

武」及び「三国炎血伝」に関する広告画像13種（以下「被告画像」）及び広告動画１種（以

下「被告動画」）について、当社の著作権、著作隣接権、及び著作者人格権を侵害するもの

であり、その態様も悪質といわざるを得ないと判断すると述べた上で、概要以下の条件に

よる和解を勧告しました。 

 

（１）被告は、当社に対し、被告画像及び被告動画の利用が、当社の著作権、著作隣接権

及び著作者人格権を侵害することを認め、当該利用について謝罪する。 

（２）被告は、当社に対し、解決金として金５００万円を支払う。 

（３）被告は、和解成立日時点で、被告画像及び被告動画のデータが被告の保有するす

べての記録媒体から抹消されていることを誓約する。 

（４）被告は、被告画像の公衆送信及び被告動画の送信可能化（インターネット上に 

アップロードすること等）を行わない。 

 

４．和解勧告受け入れの理由 

 被告からは、侵害を認めた上で和解の申し入れがありましたが、当社は、これを受け入

れることなく当社の著作権等を侵害している旨の判決を求めてきました。これは、他人の

著作物を無断で利用しても、それを指摘された際に和解金を支払いさえすれば解決できる

という安易な認識を排除するための方針です。 

当社著作物の無断利用は、ユーザーの皆様に対し、当該ゲームが当社のものであるとの



誤認を与え得る行為です。このような行為は、ユーザーの皆様にも不利益を与えるもので

あることから、当社としては、権利侵害に対して毅然とした対応を行うこととしておりま

す。 

一方で、この度裁判所から示された和解勧告では、侵害の事実が認められ、その態様に

ついても悪質であると判断されました。被告においても侵害を認め、上記条件を受け入れ

た上で当社に謝罪しております。 

よって、当社としましては、今回の条件による和解であれば、当社の知的財産権保護の

方針に沿うものであると判断し、和解を受け入れることにいたしました。 

 

 

当社グループでは、今後も、国内・海外を問わず、著作権等の知的財産権の侵害行為に対

して引き続き厳格に対応すると同時に、多くのユーザーの皆様にご満足いただけるゲームを

開発及び提供できるように努力してまいります。 

 

以上 

 
 

  

この記事作成に関するお問い合わせ先 
株式会社コーエーテクモホールディングス 管理本部 

TEL：045-562-8111 担当：西村 
会社情報ホームページ https://www.koeitecmo.co.jp/ 

 

https://www.koeitecmo.co.jp/


別紙：被告のゲームアプリ広告及び当社著作物の一例 

※被告画像の赤枠内は当社著作物 

 

被告画像① 

 
 

 

当社著作物①（『三國志Ⅵ』） 

 
 

 

 

 

 

 



被告画像② 

 
 

 

当社著作物②（『三國志Ⅵ』） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



被告画像③ 

 
 

 

当社著作物③（『信長の野望・創造 with パワーアップキット』） 

 


